令和７年度第3回宝塚市パブリック・コメント審議会議事録

１　開催日　　令和７年１1月１７日（月）午前１０時００分～１１時0０分
２　開催場所　宝塚市立中央公民館２階　203,204会議室
３　出席者　　委員7名、事務局2名、傍聴人０名
４　議事　　　（１）　令和６年度に実施したパブリック・コメント手続きの個別評価及び
全体評価について
　　　　　　　（２）　パブリック・コメント手続きの運用状況評価について
　　　　　　　（３）　令和７年度宝塚市諮問第１２号「令和６年度パブリック・コメント
　　　　　　         手続の実施及び運用状況の評価について（答申）案」について
　　　
○事務局　　　　　　ただいまから、令和７年度第２回パブリック・コメント審議会を開催する。本日の出席者は委員7名出席、過半数となりますので、審議会は成立。傍聴者はなし。配布資料について説明を行う。
 ○会長　　　　　 　それでは議事に入る。議事1「令和6年度に実施したパブリック・コメント手続の個別評価及び全体評価について」、ご意見をいただきたいと思います。
〇委員　　　　　　　全員意見なし。
〇会長　　　　　　　議事2「パブリック・コメント手続の運用状況評価について」の確認をする。事務局から、令和6年度パブリック・コメントを実施しなかった案件について説明をお願いする。
〇事務局　　　　　　パブリック・コメントを実施しなければならないような市の重要案件を審議する都市経営会議の議題を調査したところ、令和6年度においてはパブリック・コメントを実施しなければいけないにもかかわらず、実施していなかった案件はない。
〇会長　　　　　　　今の事務局の説明について、何かご質問、ご意見等があるか。
それでは、議事3「令和7年度宝塚市諮問第12号令和6年度パブリック・コメント手続の実施及び運用状況の評価について（答申）案について」に移る。前回の審議会で、今年度はこの3件について審議をした。その際に委員の皆さんからいただいたご意見をできるだけ拾い上げたつもりだが、そのような形で意見を反映させて、手元にある答申案を事務局と私と善教委員とでとりあえず取りまとめた。今日はこの答申案について検討いただき、意見や表現について追加・修正を加えて、最終的に答申にまとめあげたい。先ず事務局から簡単に案について、答申案について説明を願う。
〇会長　　　　　　　昨年と同様に答申案を読み上げてください。
〇事務局　　　　　 最後まで答申案を読み上げる。
             答申は、今回審議するこの案と資料１（A３の用紙）に、委員名を記
　　　　　　　　　載したものを答申書とする。本日は、委員の皆さんの名前があるもの
を省略している。
〇会長　　　　　　　文字サイズとフォント・サイズの語句が混在している（例えば、4頁）
ので、統一した方が良い。また、4頁の4）の「無体財産権の侵害」と
があるが、知的財産権の方がいいのか。丁寧に言うなら、著作権，商標
権などの知的財産権の侵害にならないよう注意が求められることであ
る。このような言葉の使い方も含めてどうか。
〇委員　　　　　　　内容については、特にない。
　　　　　　　フォントサイズを「フォント・サイズ」に中点のあるものとないも
のがあるので、どちらかに統一した方が良い。
　　　　　　　「夙に」という言葉は、「以前から」というような意味だと思うが、
「以前から」と語句を入れても構わないのではないか。確認を願う。
　　　　　　　3頁の（１）の「ア」は、不要ではないか。また、４頁の（２）が
重複しているので、（３）とすべき。また、「みられる」と「見られ
る」が混在しているので、統一したほうがよい。
〇会長　　　　　　　フォントサイズには、中点を入れる。「夙に」を「特に」に修正を
する。「ア」は削除する。（２）は（３）に改める。「みられる」の表
記は、「見られる」に変更し統一する。以上の点を修正する。
〇委員　　　　　　　４頁の「ジェンダーバイアス」について、中点を入れてはどうか。
〇委員 　　　　 　　「ジェンダーバイアス」について、市ホームページ等の市で使われて
いる文言に修正した方が良いのでは。「性の多様性」などに言い換えて
はどうか。一度検討してはどうか。
〇事務局　　　　　　市で検討する。
〇会長　　　　　　　そのことは市で調べるとして、答申案で検討された文言で統一する。
　　　　　　　　　他にこういう文言を入れてはどうかなど意見はないか。
〇委員　　　　　　　この答申書は、誰が目にするのか。この審議会でのやり取りを市から
市民にお知らせするものなのか。パブリック・コメントしたことを市民
に知らせるものなのか。
〇事務局　　　　　　今の予定であれば、１２月の後半に市長に答申をし、その後市ホーム
ページで公表させていただく予定なので、市民の皆さんも自由に見ら
れる。意見提出をした市民は、市がどのような回答をしたのかを自ら確
認することができる。
〇委員　　　　　　　答申は、本審議会が市長に対して答申をするという形になる。ただ、
答申の内容がクローズではなくオープンになっているので、見ようと
思えば見ることができる状態である。ただ、多くの市民が目にすること
となるので、きちんと分かりやすく答申書を作ることとなる。
〇会長　　　　　　　答申の役目は、2つある。一つは、市のパブコメ実施担当職員に対し
て、パブコメをしたが、実施のやり方をめぐって、反省すべきところ、
なお一層工夫すべき点など、より良いパブリック・コメント手続が実施
できるよう、指摘をするということと、2つ目は、ある意味、副次
的かもしれないが、市ホームページで答申とか、あるいはこれまでの会
議録が公表されることで、市民に対してもこういう形でパブリック・コ
メント手続が実施され、改良、改善に取り組んでいることを情報提供す
る側面の両方あろうかと思う。
答申案について何か追加の意見や気になる点があるか。
〇委員　　　　　　　私は、あくまでこういう趣旨としてパブリック・コメントの受け答え
の内容についての文書を求めているものだと思う。パブリック・コメ
ントっていう運用にまで関わるのであれば、まず周知することに対し
て、改善があってもいいと思う。
　　　　　　　  　　前回の話で、興味ある人だけが意見募集用紙をとるような形である
と、コメント数が多くないと思っている。もう少し市民の皆さんから
意見が貰えるような体制を作れれば、と思う。また、この審議会でコ
メント対処という話というのとは、別の話であるが。 
〇会長　　　　　　　そうしたことをこの場で議論して、答申に含めても良いと思う。
今いただいたものは、市として重要な政策等の案件について、市民か
らの意見を募集し、計画案に反映させていきたいということで、パブ
リック・コメント手続を実施していることを、もっと市民に周知を図
る、そうした取組をすべきことが必要である、ということ。
　　　　　　　この旨を答申案に入れても問題はないと思う。3のパブリック・コ
メント手続制度についての全体的評価の（４）として追加していい
か。そうした趣旨を盛り込みましょうか。
〇事務局　　　　　　周知については改善の余地はあるかと思う。市としては、前までは
意見募集として、冊子を窓口に置いていた。少しずつ事務局側でも改
良してきた。現在は、LINEでの発信、インスタやSNSを使って発信
をしている。加えて、課では市民と市長の対話ひろばをしているが、
それと同じような感じで、発信方法には色々と模索をしている。
意見も意見提出用紙に必要事項を書いて提出とかメールで提出など
難しいという意見がありました。したがって、兵庫県電子申請システ
ムや、Kintoneというアプリを使って市ホームページにアクセスして
もらって直接入力していただくことで、少しハードルを下げようとし
いる。しかしながら、これはまだまだ十分ではなくて、やはりまだ意
見数が少なかったり知らなかったりという意見がある。この場で色々
と議論して、知恵がもらえたら本当に助かると思う。補足になった
が、以上です。
〇委員　　　　　 　 こうした取組をしていることを答申の中に書いた上で、まだ認知度
が低いので、なおいっそう認知度の拡充を求める、というような感じ
でどうか。
〇委員　　　　　　   少し形式上の確認で、別表1はこの資料でいいのか。本日の資料
（答申案と資料1）は、公開資料となるのか。市ホームページで公開
されるのか。
〇事務局　　　　　 公開資料となる。A３用紙の資料は別表１となり、答申とともに市ホ
ームページにアップロードされる。
〇委員　　　　　　 ２頁「啓発パンフ」は略称なので、「啓発用パンフレット」に改めた方
がいいのでは。
〇委員　　　　　 　先ほどの「無体財産権」について、少しテクニカルすぎるので、も
う少し分かりやすい言い方、表現にした上で、無体財産権とした方が
よいのでは。知的財産権は、一般化しているようである。
〇会長　　　　　　 先ほども言ったが、著作権や商標権などの知的財産権の侵害になら
ないよう注意する必要があるという言い方でどうか。
〇委員　　　　　 　著作権や商標権などの知的財産権を「作成者の権利等を侵害（知的
　　　　　　　　 財産）とならないよう」と記載してはどうか。
〇会長　　　　　   その方がいい。その方が分かりやすい。権利等（知的財産権）の侵
害とする。
〇委員　　　　　　　３頁（５）の前段と後段との文脈が分かりづらい。修正をした方が
よいのではないか。「しかし」以下で、その市民から意見の中には、
その内容を反映させ、計画を加筆修正してもよかったのでは。続い
て、わかるようで少しわからないような感じの文章となっており、言
いたいのは、反映させなかった意見の中にも、反映させた方がいいも
のもあったが、それらが充分でなかった、という意図があるのでは。
多分ここは書かれていると思う。
少し日本語がわかりづらい気がするので、おそらくその問題が、市
民からの意見の中にはという表現が、本来はもう少し丁寧に記述され
るべきなのか、そこが意味上の省略があって、この市民からの意見の
中が少し広いのか、先ほどその反映できなかった意見の中にも、のよ
うな表現には少しなっていないので、このあたりは少し修正する方が
いいように思う。過去の経緯を知っているので、その詳細が分かる
が、知らない人にはどういうことなのか、逆のことを言っているのか
と思ってしまう。少し加筆した方が意味は通りやすくなるのではない
か。反映できなかった市民の意見の中にもなど、そのような感じの表
現の方が良いのでは。
〇会長　　　　　　　答申の中身とは関係がないけれども、先ほどの意見を丁度１２月に
市長との懇談会があるので、その時に市長にパブリック・コメントの
周知について申し上げてはどうか。他に何かあるか。
〇委員　　　　　　　この答申は、市民に対して書かれているものなのか、市民の意見を
計画案に反映させることは可能か。市職員は、審議会の答申で確認
可能となるのか。また、市民が意見提出し、市職員がこんな意見が提
出されたので、修正しなければ、と思うのでないか。このようなやり
取りが行われるに際し、修正等を行う職員に時間的余裕はあるのか。
〇事務局　　　　　　この審議会で議論している内容については、職員に対して困難なこ
とを言われているのではなく、当然改善できる内容である。昨年度実
施した案件を翌年度に評価をしている。即時に意見募集時等に課題の
対応することができないが、次の計画案の策定時にこうした議論した
内容等を反映させることができる。また、毎年度更新しているマニュ
アルに反映させ、職員に提供したり、今年度のはじめパブコメ実施予
定の担当課に対し説明会を実施した。その際には、注意点や審議会で
の議論した内容を提供し、わかりやすい資料を作るよう指導をした。
よって、当審議会で議論した内容は、未来のパブリック・コメントに
は反映している。
〇委員　　　　　　　当審議会で指摘された課題については、職員が対応することは可能
であるいうことですね。
〇会長　　　　　　　職員もこの内容を見ている。パブリック・コメントを実施して出て
きた意見を整理した、一方で，市民からの意見と市の考え方が一覧表
にまとめられているが、それと同時に担当者がこの意見のこの部分を
このように修正しよう、こうした形で対応しよう、または、これは修
正しないことを検討する。それを検討できる時間的余裕はあるのか、
という趣旨である。
〇委員　　　　　　　職員から時間的な余裕がない、という話があるなら。
〇事務局　　　　　　時間はある。事務局としては、実際できると考え、しなければいけ
ない。
〇会長　　　　　　　ただ、パブリック・コメント手続は、議論を積み上げ重ねていく中
の、いわば最終段階みたいなところがある。今になって、ちゃぶ台返
しみたいなことを言われても、担当職員としては内心思うことがある
かもしれない。
〇委員　　　　　　　それに対してどう対応していいのか。
〇委員　　　　　　　４頁の（２）の（3）の政策のPDCAサイクルの最後の「の欠如」
について、PDCAサイクルが適切に回っていないのではないかと言わ
ざるを得ないという意味で、少しきつい言い方であると思う。若干
柔らかくした方がよい。適切に回っていない可能性が示唆されるなど
その程度の表現に変えた方がベターと思う。回っていなくはないと書
いてあると、回っていないみたいな感じで少し受け取られるかもしれ
ない。そういう可能性があるぐらいの内容で続いているので、書いて
いた方がいいと思う。
〇委員　　　　　　　PDCAサイクルの「欠如」という言い方で、それでもいいのか、少
し違和感がある。
〇委員　　　　　　　「PDCAサイクルについて」にして、問題提起については重要であ
り、言い方を少し柔らかい表現の方がいいのではないか。
〇会長　　　　　　　「欠如」の文言は削除する。他に意見はないか。
○委員　　　　　　　３頁の２で、「事務局から報告を受けた」とあるが、いったい誰が
　　　　　　　　　報告を受けたのか。
○会長　　　　　　　審議会の事務局から委員に報告があったものである。本日の議案２
のことである。
○委員　　　　　　　答申の主体は、審議会委員である。答申は、審議会が市長に対して
行うものである。
〇会長　　　　　　　答申は、役所の文書なので、少し難しい。他に意見はないか。
〇委員　　　　　　　答申で、こんな細かいことまで指摘しなければならないのか。
〇委員　　　　　　　市としてパブコメ手続制度を改善の方向で実施している。もっと戦
略的に対応できないのか。
〇委員　　　　　　　手続マニュアル等の見直しを行っている。
○事務局　　　　　　答申を受けて、毎年度マニュアルを更新している。
○委員　　　　　　　今年度は３件であったが、年々、市民意見に対する市の応答につい
て良くなっていると感じる。毎年、計画案等を読んでいるが、今年度
の3件は、丁寧に応答を作成されているという印象を受ける。
〇委員　　　　　　　今年度審議した案件数が少なかったからではないか。
○会長　　　　　　　件数の多少ではなく、今年度、例外的に良かっただけかもしれない
し、もう少し経年的には見ていく必要がある。計画の概要版は、少し
だけ良くはなってきている印象はある。
〇委員　　　　　　　手に取ってくれる市民に、パブリック・コメントしいることをもっ
と市民に周知する方がいいのでは。
〇会長　　　　　　　意見募集をしていることをどのように市民に知ってもらうか工夫が
　　　　　　　　　必要であり、これは答申の最後に意見として追加する。広報誌には掲
載しているのか。 
○事務局　　　　　　市の広報誌には掲載はしている。意見募集の初日が属する月の広報
誌に掲載している。例外的に年末年始などの時には、１月号の広報誌
に掲載している。また、市ホームページにも意見募集等の情報を掲載
している。
○会長　　　　　　　市としては周知を尽くしているつもりだが、市民からすると、ま
だまだ認知度は低いと言わざるを得ない。
〇委員　　　　　　　最近の若い首長は、SNSを通じてパブリック・コメントの実施を発
信している。
〇会長　　　　　　　それでは。本日いただいたご意見、文章表現の修正、あるいは言葉
の修正、それから項目の追加等あったが、この修正については、事務
局と正・副会長で対応するということでお任せいただいてよろしい
か。それでは、今後の作業としては、修正して答申に持っていくこと
としたい。一応、今日の議題は以上です。その他として、事務局の方
から何かあるか。
○事務局　　　　　　答申は、全体的な総合評価と３件の個別評価で作成をする。３件の
それぞれの個別評価については、表形式でA～E評価とし、評価コメ
ントを箇条書きで表記をしている。
〇会長　　　　　　　答申として形式を整える。
○事務局　　　　　　答申を市長へ提出する日程ですが、12月24日（水）、10時からを
予定している。今回の場所から変わりまして、市役所4階の特別会議
室となり、最初に諮問していただいた会場となるので、３０分程度考
えている。当日は、答申後少し懇談の時間を取っている。
　　　　　　　　初めての委員もいらっしゃるので、この日は審議会ではなく、報酬
等は出ないのでご了承ください。もし、都合が悪ければ、また事務局
にご連絡ください。よろしくお願いしたい。事務局から以上となる。
〇委員　　　　　　　修正後の答申案は持ち回りとなるのか。それとも一任という形にな
るのか。
○事務局　　　　　　今考えておりますのは、事務局でまた今日の協議した分を修正・追
記した後で、会長、副会長の方に確認を受け、その後、皆さんにメ
ールなどで周知したうえでそれで仕上げて答申という形で行う。約1
か月あるので、時間的には余裕があると思っている。
○会長　　　　　　　修正案を再度、委員の皆さんにメール等で送付をして、了解の上、
確定させる。また、その時に気になる点あれば、当然指摘可能であ
る。手続的にはよろしいか。
　　　　　　　答申をするのが12月24日ですが、よろしくお願いしたい。その
時には市長も出席するので、これまで出た意見について、特に市長
に直接口頭で言いたいというのであれば、是非言ってください。これ
までに出ていないことでも、この際に市長に伝えたいことがあれば、
遠慮なく発言をいただければと考えている。それでは今年度の審議
会は以上をもって終了する。
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